
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
四
年
四
月
二
十
三
日
提
出

質

問

第

六

〇

号

国
所
管
の
公
益
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
の
脱
税
の
実
態
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

60



国
所
管
の
公
益
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
の
脱
税
の
実
態
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

平
成
十
四
年
四
月
五
日
に
頂
い
た
答
弁
書
に
お
い
て
、
「
当
該
法
人
か
ら
隠
ぺ
い
等
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
い

て
同
意
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を
除
く
」
と
あ
る
。

一

同
意
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
法
人
は
何
法
人
あ
る
の
か
。
そ
の
公
益
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
の
内
訳
数
を
お
示

し
願
い
た
い
。
お
示
し
頂
け
な
い
場
合
、
そ
の
理
由
を
詳
細
に
お
教
え
願
い
た
い
。

二

同
意
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
法
人
は
所
管
官
庁
に
、
「
国
税
通
則
法
第
六
十
八
条
に
い
う
課
税
標
準
等
又
は
税
額
等
の
計
算

の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
実
の
全
部
又
は
一
部
の
隠
ぺ
い
、
又
は
仮
装
を
指
摘
さ
れ
た
」
こ
と
を
報
告
し
て
い
た
の
か
。

三

公
益
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
は
公
益
性
の
高
い
法
人
で
あ
り
、
当
該
法
人
か
ら
同
意
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
け
を
理
由
に
公
表
を
拒
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
。
再
度
、
質
問
す
る
。
当
該
法
人
か
ら
公
表
の
同
意

を
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
に
関
し
て
も
、
平
成
十
四
年
三
月
二
二
日
提
出
の
質
問
主
意
書
で
お
尋
ね
し
た
事
項
を
す
べ
て
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

当
該
法
人
か
ら
公
表
の
同
意
が
得
ら
れ
な
く
て
も
、
所
管
官
庁
が
そ
の
事
実
の
報
告
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
所
管
官
庁

独
自
の
判
断
で
公
表
す
べ
き
と
考
え
る
。
公
表
頂
き
た
い
。

一



五

三
に
つ
い
て
ど
う
し
て
も
公
表
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

三
に
つ
い
て
ど
う
し
て
も
公
表
で
き
な
い
場
合
は
、
法
人
名
の
み
公
表
願
い
た
い
。
そ
れ
が
不
可
能
の
場
合
、
そ
の
理
由

に
つ
い
て
も
詳
細
に
お
示
し
願
い
た
い
。

七

四
に
つ
い
て
ど
う
し
て
も
公
表
で
き
な
い
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

村
井
仁
・
国
家
公
安
委
員
長
は
、
平
成
十
四
年
四
月
九
日
の
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
第
三
分
科
会
に
て
、
財
団
法

人
全
日
本
交
通
安
全
協
会
が
加
算
税
賦
課
決
定
の
通
知
を
受
け
た
こ
と
に
関
し
て
大
臣
へ
の
報
告
が
無
か
っ
た
こ
と
に
関
し

て
「
（
略
）
税
務
当
局
の
指
摘
を
受
け
て
加
算
税
等
も
納
付
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
報
告
が
な
か
っ
た
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
が
、
国
民
の
多
く
の
方
々
に
御
関
心
の
あ
る
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
や
は
り
適
切
な
内
部
管
理
の
体
制
を
と
る

と
い
う
見
地
か
ら
は
、
報
告
が
あ
っ
た
方
が
適
当
だ
っ
た
の
か
な
、
（
略
）
大
臣
に
対
す
る
報
告
が
あ
っ
た
方
が
適
当
だ
っ

た
の
か
な
と
い
う
感
じ
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
（
略
）
」
と
答
弁
を
さ
れ
、
大
臣
へ
の
報
告
が
あ
る
方
が
適
当
と
の
見
方
を
示

し
て
い
る
。

�

今
後
は
、
国
所
管
の
す
べ
て
の
公
益
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
が
過
少
申
告
加
算
税
を
課
せ
ら
れ
た
場
合
、

所
管
官
庁
に
報
告
す
る
こ
と
と
す
る
か
。
さ
ら
に
当
該
官
庁
の
大
臣
ま
で
の
報
告
は
ど
う
か
。

二



�

今
後
は
、
国
所
管
の
公
益
法
人
、
独
立
行
政
法
人
、
特
殊
法
人
が
重
加
算
税
を
課
せ
ら
れ
た
場
合
、
所
管
官
庁
に
報
告

す
る
こ
と
と
す
る
か
。
さ
ら
に
当
該
官
庁
の
大
臣
ま
で
の
報
告
は
ど
う
か
。

以
上
、
回
答
不
能
の
場
合
は
、
そ
の
理
由
を
お
示
し
願
い
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


